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※この内容につきましては将来予告なしに変更する場合がございますので予めご了承ください。 

※この内容はＴＡＣ独自の見解に基づき、情報を提供するもので、本試験の結果等につきましては一切責

任を負いかねますので予めご了承ください。 

※本解答速報の著作権はＴＡＣ（株）に帰属します。許可なく転用・転載を禁じます。 
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【問題 44】 44字 

市 民 会 館 を 公 の 施 設 と 呼 び 、 Ａ 市 

議 会 に よ り 条 例 の 形 式 で 決 定 さ れ 

、 Ｂ は 指 定 管 理 者 と 呼 ば れ る 。  
 
 
 
 

【問題 45】 44字 

詐 害 行 為 取 消 権 に 基 づ き 、 Ｂ を 相 

手 と し て 、 裁 判 上 、 代 物 弁 済 を 取 

り 消 し 、 価 格 賠 償 を 請 求 す る 。  
 
 
 
 

【問題 46】 25字・16字 

Ｙが悪意のときは、 

Ｙ に 対 し 、 甲 土 地 の 所 有 権 を 移 転 

で き な い 旨 を 通 知 し 、 
 
 

Ｙが善意のときは、それに加えて、 

 

※この内容につきましては将来予告なしに変更する場合がございますので予めご了承ください。 

※この内容はＴＡＣ独自の見解に基づき、情報を提供するもので、本試験の結果等につきましては一切責

任を負いかねますので予めご了承ください。 

※解答速報の著作権はＴＡＣ（株）に帰属します。許可なく転用・転載を禁じます。 

 

 

 

 

 

 

Ｙ に 対 し 、 損 害 を 賠 償 す れ ば よ い 

。     
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ＴＡＣ行政書士講座 

１．総 評                         

 いくつかのプチサプライズはありましたが、基本的には例年の傾向を踏襲した試験内容であ

り、また、難しい問題と簡単な問題の落差が激しかったです。合格点に到達するには、３時間

の中で、難しい問題には見切りをつけ、簡単な問題や基本問題をしっかりと拾っていくことが

大切です。また、科目別では、民法が最も難しかったです。今年の試験では、行政法で基礎点

をしっかり積み上げ、民法の失点を憲法や商法でどの程度挽回できたかがポイントです。前年

よりもやや難しめの内容だといえます。全体の合格率は、昨年より少し下がって６％～９％程

度と予想します。 

２．法令・５肢択一式                     

【基礎法学】 

法制度の変遷、法令用語に関する問題が出題されました。問題１を確実に正解するのは難し

いですが、問題２は正解できる問題でしたので、２問中１問は正解したいところです。 

【憲法】 

問題６は当然正解できる必要がある一方、問題７は正解できなくても仕方がない問題といえ

ます。あとは、プライバシー権、職業選択の自由に関する判例、議員定数不均衡訴訟の３問で

如何に正解できるかがポイントです。 

【行政法】 

行政法の一般的な法理論は、ＴＡＣの答練では、問題８～10は易しめ、問題24～26は難しめ

となっていました。本試験でも、同じような傾向にありました。この６問のうち３問は正解し

たいところです。また、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法の10問は、

ＴＡＣの答練に比べれば平易な出題も多く、個数問題の形式の１問以外の９問は、ケアレスミ

スなく正解しなければならないでしょう。また、地方自治法の３問は、細かい条文知識を問う

肢も存在しましたが、テーマ的には、議会と長の関係、住民監査請求・住民訴訟と直接請求、

   本試験 講評 



条例などの重要事項を含むものでもあったため、３問中２問は正解できた問題です。 

【民法】 

今回の試験の中でも民法は難しい内容といえます。50％以上正解することも大変な問題でし

た。しかし、意思表示の問題28や不法行為の問題34など確実に拾えるところは拾っていくこと

と、組合せ問題においては消去法を使用して、すべての肢は分からなくても正解に達すること

ができれば、９問中４問程度まで得点できれば良かったといえます。 

【商法】 

 商法の出題テーマは支配人でした。また、会社法は、問題40は出来なくても仕方がない問題

といえますが、問題36・37・38は、一部難しい肢はあるものの、正解となる肢自体は正誤が判

断しやすく、基本事項のみ学習している場合でも何とか正解はできたでしょう。例年よりは、

多少点数は取りやすくなっており、５問中３問正解できればベストでした。 

３．法令・多肢選択式                     

 多肢選択式は、一部挿入しづらい肢はありましたが、知識で空欄を埋めるほか、空欄の前後

の文脈なども読むことで、合計18点以上は望める内容でした。問題41は６点、問題42は８点、

問題43は４点を取っておくことが必要といえます。 

４．法令・記述式                       

記述式では、プチサプライズが２つありました。一つは、行政法の問題44が地方自治法から

の出題であったこと、もう一つは、民法の問題46の解答欄の形式であったことです。 

まず、問題44は解答する前に面食らった方は多かっただろうし、地方自治法の記述対策をし

ていた方はほとんどいなかったのではないでしょうか。しかし、内容を読んでみて、指示され

た形式の通り解答していこうと考えれば、公の施設と指定管理者に関するものですし、条例は

キーワードともいえるワードですから、公の施設のテーマを択一用として学習していれば、解

答はしやすかったといえます。なお、択一過去問では、平成22年-21、平成23年-23に公の施設

や指定管理者の類似問題が出題されています。 

また、問題46は、このような解答形式を想定していた方はほとんどいなかったと思われます。

しかし、本問も、他人物売買の条文をしっかり押さえていれば、解答はしやすかったといえま

すし、特に、後半は確実に解答したいところです。また、問題45はＴＡＣの直前期答練を受講



している方であれば、類似問題の出題もありましたので、比較的容易に解けたといえます。な

お、択一過去問では、問題46については、平成24年-31-肢２に善意の売主からの解除を問う類

似問題があります。 

問題44では完答、問題45では少なくとも詐害行為取消権という権利の名称は書けること、問

題46では少なくとも後半の損害を賠償する必要性については書けていることが必須といえます。

なお、いずれの問題も、記述独自の知識が必要になるというよりも、択一の知識を使いながら、

問題文の指示に従い、それに合わせて文書を作成していくプロセスが大事になるものであった

といえます。 

５．一般知識                         

一般知識科目では、奇をてらった問題ではなく、政治資金問題、行政改革、国債、核に関す

る条約、国際貿易など、いわゆる政治経済の問題を軸にした出題がなされていました。また、

政治の大ヤマとも言えた選挙は、情報通信の問題としてインターネットと絡む形で出題されて

いました。情報分野では、例年の４問体制から１問減って３問の出題となりました。更にいえ

ば、インターネット選挙に関する問題は政治と情報通信の中間領域ともいえますので、情報は

２.５問ともいえ大幅な出題減です。まず、個人情報保護法は確実に得点すること、文章理解に

時間をかけ、落ち着いて考えるというスタンスは崩さずに、文章理解と政治経済社会で加点し、

６問以上10問程度の正解があればよいでしょう。政治経済社会では、経済・社会のウェイトを

下げ、政治のウェイトを上げた学習をしていた方には有利に働いたといえます。 
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